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新潟県公安委員会規則第12号 

新潟県道路交通法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和４年12月９日 

新潟県公安委員会 

   委員長  和 田  裕 

新潟県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

第１条 新潟県道路交通法施行細則（昭和39年新潟県公安委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正

後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（緊急自動車の指定） 

第４条 令第13条第１項の規定による緊急自動車の

指定を受けようとする者は、別記様式第１の申請

書に自動車検査証記録事項（道路運送車両法（昭

和26年法律第185号）第58条第２項に規定する自

動車検査証記録事項をいう。第６条第１項におい

て同じ｡)が記載された書面を添えて申請しなけれ

ばならない。 

２～６ （略） 

 

（緊急自動車の届出） 

第６条 令第13条第１項の規定による緊急自動車の

届出をしようとする者は、別記様式第１の届出書

に自動車検査証記録事項が記載された書面を添え

て届け出なければならない。 

２～６ （略） 

 

（駐車禁止の交通規制の対象から除外する車両） 

第７条の２ 法第４条第２項の規定により、法第45

条第１項本文に規定する駐車禁止の交通規制の対

象から除外する車両は、道路標識により表示する

もののほか、次に掲げるとおりとする。 

(1)～(10) （略） 

(11) 次に掲げる用務に現に使用中の車両で、別

記様式第５の２の標章を掲出しているもの 

イ～チ （略） 

リ 道路運送車両法に基づき、患者輸送車又は

車椅子移動車として登録を受け、現に歩行困

難な者の輸送のため使用中のもの 

 

ヌ～ヲ （略） 

(12) （略） 

２ （略） 

３ 前項の申請書には、当該申請により交付を受け

ようとする標章の種別に応じて、それぞれ次の書

類又はその写しを添付しなければならない。 

(1) 第１項第11号に掲げる車両に係る標章 

イ 当該車両に係る自動車検査証（道路運送車

（緊急自動車の指定） 

第４条 令第13条第１項の規定により緊急自動車の

指定を受けようとする者は、別記様式第１の申請

書に自動車検査証（道路運送車両法（昭和26年法

律第185号）第60条の自動車検査証をいう。以下

同じ｡)の写しを添えて申請しなければならない。 

 

 

２～６ （略） 

 

（緊急自動車の届出） 

第６条 令第13条第１項の規定により緊急自動車の

届出をしようとする者は、別記様式第１の届出書

に自動車検査証の写しを添えて届け出なければな

らない。 

２～６ （略） 

 

（駐車禁止の交通規制の対象から除外する車両） 

第７条の２ 法第４条第２項の規定により、法第45

条第１項本文に規定する駐車禁止の交通規制の対

象から除外する車両は、道路標識により表示する

もののほか、次に掲げるとおりとする。 

(1)～(10) （略） 

(11) 次に掲げる用務に現に使用中の車両で、別

記様式第５の２の標章を掲出しているもの 

イ～チ （略） 

リ 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）

に基づき、患者輸送車又は車いす移動車とし

て登録を受け、現に歩行困難な者の輸送のた

め使用中のもの 

ヌ～ヲ （略） 

(12) （略） 

２ （略） 

３ 前項の申請書には、当該申請により交付を受け

ようとする標章の種別に応じて、それぞれ次の書

類又はその写しを添付しなければならない。 

(1) 第１項第11号に掲げる車両に係る標章 

イ 当該車両に係る自動車検査証 
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両法第60条第１項に規定する自動車検査証を

いう。第７条の５第３項第１号及び第５号に

おいて同じ｡) 

ロ・ハ （略） 

(2) （略） 

４～10 （略） 

 

（選任及び解任の届出） 

第12条の２ （略） 

２ 前項の選任の届出書には、次の各号に掲げる書

類を添付しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 安全運転管理者等として選任された者が運転

免許を現に受けている者であるときは、運転免

許証の写し及び自動車安全運転センター法（昭

和50年法律第57号）第29条第１項第４号の規定

により交付された自動車安全運転センター法施

行規則（昭和50年総理府令第53号）別記様式第

３の運転記録証明書 

(3)・(4) （略） 

３ （略） 

 

 

 

ロ・ハ （略） 

(2) （略） 

４～10 （略） 

 

（選任及び解任の届出） 

第12条の２ （略） 

２ 前項の選任の届出書には次の各号に掲げる書類

を添付しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 安全運転管理者等として選任された者が運転

免許を現に受けている者であるときは、運転免

許証の写し及び自動車安全運転センター法（昭

和50年法律第57号）第29条第１項第４号に規定

する運転に関する経歴に係る事項を記載した書

面 

 

(3)・(4) （略） 

３ （略） 

第２条 新潟県道路交通法施行細則の一部を次のように改正する。 

別記様式第７を次のとおり改める。 
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別記様式第７の２を次のとおり改める。 

 



5 

別記様式第12の２を次のとおり改める。 
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別記様式第12の３を次のとおり改める。 
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附 則 

この規則は、令和５年１月１日から施行する。ただし、第２条中新潟県道路交通法施行細則別記様式第７及び

別記様式第７の２の改正は、同月４日から施行する。 

 


